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 長寿介護課 認定担当 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について 

 

 

平素より本市の介護保険事業に格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

先般，令和４年１０月１４日付厚生労働省老健局より，原則として令和５年３

月３１日有効期間満了日を迎える被保険者については，現在の取扱いを終了と

する事務連絡が発出されました。 

当市においても新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱

いについては，有効期間満了日が令和５年３月３１日までの被保険者に限り，適

用できることとし，令和５年４月１日以降に有効期間満了日を迎える被保険者

については，通常どおりの更新申請を実施していただきますようお願いします。 

なお，所属ケアマネジャー及び施設担当者の方々への周知もお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 小松市小馬出町 91番地 

小松市役所 健康福祉部 

長寿介護課 認定担当 

TEL：0761-24-8147（直通） 

 

 

 

 

 

臨時的な 

取扱いの適用 

不可 

 

通常の取扱い 

 

可 

■有効期間満了日が令和５年３月３１日までの場合 

 

■有効期間満了日が令和５年４月１日以降の場合 

 


